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平
成
⼆
⼗
⼀
年
法
律
第
九
⼗
七
号
肝
炎
対
策
基
本
法
⽬
次
前
⽂
第
⼀
章
総
則
︵
第
⼀
条―

第
⼋
条
︶
第
⼆
章
肝
炎
対
策
基
本
指
針
︵
第
九

条
・
第
⼗
条
︶
第
三
章
基
本
的
施
策
第
⼀
節
肝
炎
の
予
防
及
び
早
期
発
⾒
の
推
進
︵
第
⼗
⼀
条
・
第
⼗
⼆
条
︶
第
⼆
節
肝
炎
医
療
の
均
て
ん
化
の

促
進
等
︵
第
⼗
三
条―

第
⼗
七
条
︶
第
三
節
研
究
の
推
進
等
︵
第
⼗
⼋
条
︶
第
四
章
肝
炎
対
策
推
進
協
議
会
︵
第
⼗
九
条
・
第
⼆
⼗
条
︶
附
則
今
⽇
︑

我
が
国
に
は
︑
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
︑
あ
る
い
は
肝
炎
に
罹
り
患
し
た
者
が
多
数
存
在
し
︑
肝
炎
が
国
内
最
⼤
の
感
染
症
と
な
ỵ
て
い
る
︒
肝
炎
は
︑

適
切
な
治
療
を
⾏
わ
な
い
ま
ま
放
置
す
る
と
慢
性
化
し
︑
肝
硬
変
︑
肝
が
ん
と
い
ỵ
た
よ
り
重
篤
な
疾
病
に
進
⾏
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
こ
れ

ら
の
者
に
と
ỵ
て
︑
将
来
へ
の
不
安
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
︒
戦
後
の
医
療
の
進
歩
︑
医
学
的
知
⾒
の
積
重
ね
︑
科
学
技
術
の
進
展
に
よ
り
︑
肝

炎
の
克
服
に
向
け
た
道
筋
が
開
か
れ
て
き
た
が
︑
他
⽅
で
︑
現
在
に
お
い
て
も
︑
早
期
発
⾒
や
医
療
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
は
い
ま
だ
解
決
す
べ
き
課
題
が
多

く
︑
さ
ら
に
は
︑
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
や
肝
炎
に
対
す
る
正
し
い
理
解
が
︑
国
⺠
す
べ
て
に
定
着
し
て
い
る
と
は
⾔
え
な
い
︒
Ｂ
型
肝
炎
及
び
Ｃ
型
肝
炎
に
係

る
ウ
イ
ル
ス
へ
の
感
染
に
つ
い
て
は
︑
国
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
︑
⼜
は
そ
の
原
因
が
解
明
さ
れ
て
い
な
か
ỵ
た
こ
と
に
よ
り
も

た
ら
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
︒
特
定
の
⾎
液
凝
固
因
⼦
製
剤
に
Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
が
混
⼊
す
る
こ
と
に
よ
ỵ
て
不
特
定
多
数
の
者
に
感
染
被
害
を
出
し
た

薬
害
肝
炎
事
件
で
は
︑
感
染
被
害
者
の
⽅
々
に
甚
⼤
な
被
害
が
⽣
じ
︑
そ
の
被
害
の
拡
⼤
を
防
⽌
し
得
な
か
ỵ
た
こ
と
に
つ
い
て
国
が
責
任
を
認
め
︑
集

団
予
防
接
種
の
際
の
注
射
器
の
連
続
使
⽤
に
よ
ỵ
て
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
被
害
を
出
し
た
予
防
接
種
禍
事
件
で
は
︑
最
終
の
司
法
判
断
に
お
い
て

国
の
責
任
が
確
定
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
現
状
に
お
い
て
︑
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
者
及
び
肝
炎
患
者
の
⼈
権
を
尊
重
し
つ
つ
︑
こ
れ
ら
の
者
に
対
す

る
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
の
提
供
を
確
保
す
る
な
ど
︑
肝
炎
の
克
服
に
向
け
た
取
組
を
⼀
層
進
め
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
︒
こ
こ
に
︑
肝
炎
対

策
に
係
る
施
策
に
つ
い
て
︑
そ
の
基
本
理
念
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
︑
こ
れ
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
︑
こ
の
法
律
を
制
定
す
る
︒
第
⼀
章
総

則
︵
⽬
的
︶
第
⼀
条
こ
の
法
律
は
︑
肝
炎
対
策
に
関
し
︑
基
本
理
念
を
定
め
︑
国
︑
地
⽅
公
共
団
体
︑
医
療
保
険
者
︑
国
⺠
及
び
医
師
等
の
責
務
を
明

ら
か
に
し
︑
並
び
に
肝
炎
対
策
の
推
進
に
関
す
る
指
針
の
策
定
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
︑
肝
炎
対
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
︑

肝
炎
対
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
こ
と
を
⽬
的
と
す
る
︒
︵
基
本
理
念
︶
第
⼆
条
肝
炎
対
策
は
︑
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
理
念
と
し
て
⾏
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
︒
⼀
肝
炎
に
関
す
る
専
⾨
的
︑
学
際
的
⼜
は
総
合
的
な
研
究
を
推
進
す
る
と
と
も
に
︑
肝
炎
の
予
防
︑
診
断
︑
治
療
等
に
係
る
技
術
の

向
上
そ
の
他
の
研
究
等
の
成
果
を
普
及
し
︑
活
⽤
し
︑
及
び
発
展
さ
せ
る
こ
と
︒
⼆
何
⼈
も
そ
の
居
住
す
る
地
域
に
か
か
わ
ら
ず
等
し
く
肝
炎
に
係
る

検
査
︵
以
下
﹁
肝
炎
検
査
﹂
と
い
う
︒
︶
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
︒
三
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
者
及
び
肝
炎
患
者
︵
以
下
﹁
肝
炎

患
者
等
﹂
と
い
う
︒
︶
が
そ
の
居
住
す
る
地
域
に
か
か
わ
ら
ず
等
し
く
適
切
な
肝
炎
に
係
る
医
療
︵
以
下
﹁
肝
炎
医
療
﹂
と
い
う
︒
︶
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
︒
四
前
三
号
に
係
る
施
策
を
実
施
す
る
に
当
た
ỵ
て
は
︑
肝
炎
患
者
等
の
⼈
権
が
尊
重
さ
れ
︑
肝
炎
患
者
等
で
あ
る
こ
と
を

理
由
に
差
別
さ
れ
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
︒
︵
国
の
責
務
︶
第
三
条
国
は
︑
前
条
の
基
本
理
念
︵
次
条
に
お
い
て
﹁
基
本
理
念
﹂
と

い
う
︒
︶
に
の
ỵ
と
り
︑
肝
炎
対
策
を
総
合
的
に
策
定
し
︑
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
︒
︵
地
⽅
公
共
団
体
の
責
務
︶
第
四
条
地
⽅
公
共
団
体
は
︑

基
本
理
念
に
の
ỵ
と
り
︑
肝
炎
対
策
に
関
し
︑
国
と
の
連
携
を
図
り
つ
つ
︑
そ
の
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
施
策
を
策
定
し
︑
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す

る
︒
︵
医
療
保
険
者
の
責
務
︶
第
五
条
医
療
保
険
者
︵
介
護
保
険
法
︵
平
成
九
年
法
律
第
百
⼆
⼗
三
号
︶
第
七
条
第
七
項
に
規
定
す
る
医
療
保
険
者
を

い
う
︒
︶
は
︑
国
及
び
地
⽅
公
共
団
体
が
講
ず
る
肝
炎
の
予
防
に
関
す
る
啓
発
及
び
知
識
の
普
及
︑
肝
炎
検
査
に
関
す
る
普
及
啓
発
等
の
施
策
に
協
⼒
す

る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
︵
国
⺠
の
責
務
︶
第
六
条
国
⺠
は
︑
肝
炎
に
関
す
る
正
し
い
知
識
を
持
ち
︑
肝
炎
患
者
等
が
肝
炎
患
者
等
で
あ
る

こ
と
を
理
由
に
差
別
さ
れ
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
︑
肝
炎
の
予
防
に
必
要
な
注
意
を
払
う
よ
う
努
め
︑
必
要
に
応
じ
︑
肝
炎
検
査
を
受
け
る
よ

う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
︵
医
師
等
の
責
務
︶
第
七
条
医
師
そ
の
他
の
医
療
関
係
者
は
︑
国
及
び
地
⽅
公
共
団
体
が
講
ず
る
肝
炎
対
策
に
協
⼒
し
︑

肝
炎
の
予
防
に
寄
与
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
︑
肝
炎
患
者
等
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
深
く
認
識
し
︑
良
質
か
つ
適
切
な
肝
炎
医
療
を
⾏
う
よ
う
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
︵
法
制
上
の
措
置
等
︶
第
⼋
条
政
府
は
︑
肝
炎
対
策
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
法
制
上
⼜
は
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
第
⼆
章
肝
炎
対
策
基
本
指
針
︵
肝
炎
対
策
基
本
指
針
の
策
定
等
︶
第
九
条
厚
⽣
労
働
⼤
⾂
は
︑
肝
炎
対
策
の
総
合
的

な
推
進
を
図
る
た
め
︑
肝
炎
対
策
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
指
針
︵
以
下
﹁
肝
炎
対
策
基
本
指
針
﹂
と
い
う
︒
︶
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
２

肝
炎
対
策
基
本
指
針
は
︑
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
︒
⼀
肝
炎
の
予
防
及
び
肝
炎
医
療
の
推
進
の
基
本
的
な
⽅
向
⼆
肝
炎
の

予
防
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事
項
三
肝
炎
検
査
の
実
施
体
制
及
び
検
査
能
⼒
の
向
上
に
関
す
る
事
項
四
肝
炎
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
保
に
関

す
る
事
項
五
肝
炎
の
予
防
及
び
肝
炎
医
療
に
関
す
る
⼈
材
の
育
成
に
関
す
る
事
項
六
肝
炎
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
事
項
七
肝
炎
医
療

の
た
め
の
医
薬
品
の
研
究
開
発
の
推
進
に
関
す
る
事
項
⼋
肝
炎
に
関
す
る
啓
発
及
び
知
識
の
普
及
並
び
に
肝
炎
患
者
等
の
⼈
権
の
尊
重
に
関
す
る
事
項

九
そ
の
他
肝
炎
対
策
の
推
進
に
関
す
る
重
要
事
項
３
厚
⽣
労
働
⼤
⾂
は
︑
肝
炎
対
策
基
本
指
針
を
策
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
︑
あ
ら
か
じ
め
︑
関

係
⾏
政
機
関
の
⻑
に
協
議
す
る
と
と
も
に
︑
肝
炎
対
策
推
進
協
議
会
の
意
⾒
を
聴
く
も
の
と
す
る
︒
４
厚
⽣
労
働
⼤
⾂
は
︑
肝
炎
対
策
基
本
指
針
を
策

定
し
た
と
き
は
︑
遅
滞
な
く
︑
こ
れ
を
イ
ン
タ
ổ
ネ
ỿ
ト
の
利
⽤
そ
の
他
適
切
な
⽅
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
５
厚
⽣
労
働
⼤
⾂
は
︑

肝
炎
医
療
に
関
す
る
状
況
の
変
化
を
勘
案
し
︑
及
び
肝
炎
対
策
の
効
果
に
関
す
る
評
価
を
踏
ま
え
︑
少
な
く
と
も
五
年
ご
と
に
︑
肝
炎
対
策
基
本
指
針
に

検
討
を
加
え
︑
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
は
︑
こ
れ
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
６
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
︑
肝
炎
対
策
基
本
指
針

の
変
更
に
つ
い
て
準
⽤
す
る
︒
︵
関
係
⾏
政
機
関
へ
の
要
請
︶
第
⼗
条
厚
⽣
労
働
⼤
⾂
は
︑
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
︑
関
係
⾏
政
機
関
の
⻑
に

対
し
て
︑
肝
炎
対
策
基
本
指
針
の
策
定
の
た
め
の
資
料
の
提
出
⼜
は
肝
炎
対
策
基
本
指
針
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
施
策
で
あ
ỵ
て
当
該
⾏
政
機
関
の
所
管

に
係
る
も
の
の
実
施
に
つ
い
て
︑
必
要
な
要
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
第
三
章
基
本
的
施
策
第
⼀
節
肝
炎
の
予
防
及
び
早
期
発
⾒
の
推
進
︵
肝
炎

の
予
防
の
推
進
︶
第
⼗
⼀
条
国
及
び
地
⽅
公
共
団
体
は
︑
肝
炎
の
予
防
に
関
す
る
啓
発
及
び
知
識
の
普
及
そ
の
他
の
肝
炎
の
予
防
の
推
進
の
た
め
に
必

要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
︒
︵
肝
炎
検
査
の
質
の
向
上
等
︶
第
⼗
⼆
条
国
及
び
地
⽅
公
共
団
体
は
︑
肝
炎
の
早
期
発
⾒
に
資
す
る
よ
う
︑
肝
炎

検
査
の
⽅
法
等
の
検
討
︑
肝
炎
検
査
の
事
業
評
価
の
実
施
︑
肝
炎
検
査
に
携
わ
る
医
療
従
事
者
に
対
す
る
研
修
の
機
会
の
確
保
そ
の
他
の
肝
炎
検
査
の
質

の
向
上
等
を
図
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
と
と
も
に
︑
肝
炎
検
査
の
受
検
率
の
向
上
に
資
す
る
よ
う
︑
肝
炎
検
査
に
関
す
る
普
及
啓
発
そ
の
他
必

要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
︒
第
⼆
節
肝
炎
医
療
の
均
て
ん
化
の
促
進
等
︵
専
⾨
的
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
医
師
そ
の
他
の
医
療
従
事
者
の

育
成
︶
第
⼗
三
条
国
及
び
地
⽅
公
共
団
体
は
︑
イ
ン
タ
ổ
フ
ỽ
ロ
ン
治
療
等
の
抗
ウ
イ
ル
ス
療
法
︑
肝
庇
ひ
護
療
法
そ
の
他
の
肝
炎
医
療
に
携
わ
る
専

⾨
的
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
医
師
そ
の
他
の
医
療
従
事
者
の
育
成
を
図
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
︒
︵
医
療
機
関
の
整
備
等
︶

第
⼗
四
条
国
及
び
地
⽅
公
共
団
体
は
︑
肝
炎
患
者
等
が
そ
の
居
住
す
る
地
域
に
か
か
わ
ら
ず
等
し
く
そ
の
状
態
に
応
じ
た
適
切
な
肝
炎
医
療
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
︑
専
⾨
的
な
肝
炎
医
療
の
提
供
等
を
⾏
う
医
療
機
関
の
整
備
を
図
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
︒
２
国
及
び
地

⽅
公
共
団
体
は
︑
肝
炎
患
者
等
に
対
し
適
切
な
肝
炎
医
療
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
︑
前
項
の
医
療
機
関
そ
の
他
の
医
療
機
関
の
間
に
お
け
る
連
携
協
⼒
体
制

の
整
備
を
図
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
︒
︵
肝
炎
患
者
の
療
養
に
係
る
経
済
的
⽀
援
︶
第
⼗
五
条
国
及
び
地
⽅
公
共
団
体
は
︑
肝

炎
患
者
が
必
要
に
応
じ
適
切
な
肝
炎
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
︑
肝
炎
患
者
に
係
る
経
済
的
な
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず

る
も
の
と
す
る
︒
︵
肝
炎
医
療
を
受
け
る
機
会
の
確
保
等
︶
第
⼗
六
条
国
及
び
地
⽅
公
共
団
体
は
︑
肝
炎
患
者
が
肝
炎
医
療
を
受
け
る
に
当
た
ỵ
て
⼊

院
︑
通
院
等
に
⽀
障
が
な
い
よ
う
医
療
機
関
︑
肝
炎
患
者
を
雇
⽤
す
る
者
そ
の
他
の
関
係
す
る
者
間
の
連
携
協
⼒
体
制
を
確
保
す
る
こ
と
そ
の
他
の
肝
炎

患
者
が
肝
炎
医
療
を
受
け
る
機
会
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
と
と
も
に
︑
医
療
従
事
者
に
対
す
る
肝
炎
患
者
の
療
養
⽣
活
の
質
の
維
持
向

上
に
関
す
る
研
修
の
機
会
を
確
保
す
る
こ
と
そ
の
他
の
肝
炎
患
者
の
療
養
⽣
活
の
質
の
維
持
向
上
の
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
︒
︵
肝

炎
医
療
に
関
す
る
情
報
の
収
集
提
供
体
制
の
整
備
等
︶
第
⼗
七
条
国
及
び
地
⽅
公
共
団
体
は
︑
肝
炎
医
療
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
提
供
を
⾏
う
体

制
を
整
備
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
と
と
も
に
︑
肝
炎
患
者
等
︑
そ
の
家
族
及
び
こ
れ
ら
の
者
の
関
係
者
に
対
す
る
相
談
⽀
援
等
を
推
進
す
る

た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
︒
第
三
節
研
究
の
推
進
等
第
⼗
⼋
条
国
及
び
地
⽅
公
共
団
体
は
︑
⾰
新
的
な
肝
炎
の
予
防
︑
診
断
及
び

治
療
に
関
す
る
⽅
法
の
開
発
そ
の
他
の
肝
炎
の
罹
患
率
及
び
肝
炎
に
起
因
す
る
死
亡
率
の
低
下
に
資
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
研
究
が
促
進
さ
れ
︑
並
び
に

そ
の
成
果
が
活
⽤
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
︒
２
国
及
び
地
⽅
公
共
団
体
は
︑
肝
炎
医
療
を
⾏
う
上
で
特
に
必
要
性
が
⾼
い
医

薬
品
︑
医
療
機
器
及
び
再
⽣
医
療
等
製
品
の
早
期
の
医
薬
品
︑
医
療
機
器
等
の
品
質
︑
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
︵
昭
和
三
⼗
五
年

法
律
第
百
四
⼗
五
号
︶
の
規
定
に
よ
る
製
造
販
売
の
承
認
に
資
す
る
よ
う
そ
の
治
験
が
迅
速
か
つ
確
実
に
⾏
わ
れ
︑
並
び
に
肝
炎
医
療
に
係
る
標
準
的
な

治
療
⽅
法
の
開
発
に
係
る
臨
床
研
究
が
円
滑
に
⾏
わ
れ
る
環
境
の
整
備
の
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
︒
第
四
章
肝
炎
対
策
推
進
協
議

会
第
⼗
九
条
厚
⽣
労
働
省
に
︑
肝
炎
対
策
基
本
指
針
に
関
し
︑
第
九
条
第
三
項
︵
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
⽤
す
る
場
合
を
含
む
︒
︶
に
規
定
す
る
事

項
を
処
理
す
る
た
め
︑
肝
炎
対
策
推
進
協
議
会
︵
以
下
﹁
協
議
会
﹂
と
い
う
︒
︶
を
置
く
︒
第
⼆
⼗
条
協
議
会
は
︑
委
員
⼆
⼗
⼈
以
内
で
組
織
す
る
︒

２
協
議
会
の
委
員
は
︑
肝
炎
患
者
等
及
び
そ
の
家
族
⼜
は
遺
族
を
代
表
す
る
者
︑
肝
炎
医
療
に
従
事
す
る
者
並
び
に
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
︑

厚
⽣
労
働
⼤
⾂
が
任
命
す
る
︒
３
協
議
会
の
委
員
は
︑
⾮
常
勤
と
す
る
︒
４
前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
︑
協
議
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必

要
な
事
項
は
︑
政
令
で
定
め
る
︒
附
則
抄
︵
施
⾏
期
⽇
︶
第
⼀
条
こ
の
法
律
は
︑
平
成
⼆
⼗
⼆
年
⼀
⽉
⼀
⽇
か
ら
施
⾏
す
る
︒
︵
肝
硬
変
及
び
肝

が
ん
に
関
す
る
施
策
の
実
施
等
︶
第
⼆
条
国
及
び
地
⽅
公
共
団
体
は
︑
肝
硬
変
及
び
肝
が
ん
に
関
し
︑
そ
の
治
療
を
⾏
う
上
で
特
に
必
要
性
が
⾼
い
医

薬
品
︑
医
療
機
器
及
び
再
⽣
医
療
等
製
品
の
早
期
の
医
薬
品
︑
医
療
機
器
等
の
品
質
︑
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
製

造
販
売
の
承
認
に
資
す
る
よ
う
そ
の
治
験
が
迅
速
か
つ
確
実
に
⾏
わ
れ
︑
並
び
に
新
た
な
治
療
⽅
法
の
研
究
開
発
の
促
進
そ
の
他
治
療
⽔
準
の
向
上
が
図

ら
れ
る
た
め
の
環
境
の
整
備
の
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
︒
２
肝
炎
か
ら
進
⾏
し
た
肝
硬
変
及
び
肝
が
ん
の
患
者
に
対
す
る
⽀
援
の

在
り
⽅
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ら
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
状
況
を
勘
案
し
︑
今
後
必
要
に
応
じ
︑
検
討
が
加
え
ら
れ
る
も
の
と
す
る
︒

肝炎対策基本指針策定（第９条〜第10条）

肝炎対策推進協議会

関係⾏政機関

・肝炎対策に関する基本理念を定める（第２条）
・国、地⽅公共団体、医療保険者、国⺠及び医師等の責務を明らかにする（第３条〜第７条）
・肝炎対策の推進に関する指針の策定を定める（第９条〜第10条）
・肝炎対策の基本となる事項を定める（第11条〜第18条）

厚
⽣
労
働
⼤
⾂

厚
⽣
労
働
⼤
⾂

策
定

●公表
●少なくとも５年ごとに検討、必要に応じ変更
・９つの項⽬に関して取り組む内容を規定

・基本的な⽅向 ・肝炎予防 ・肝炎検査 ・肝炎医療体制
・⼈材育成 ・調査研究 ・医薬品研究 ・啓発⼈権
・その他重要事項

研究の推進（第18条）

・ 医師その他の医療従事者の育成
・ 医療機関の整備
・ 肝炎患者の療養に係る経済的⽀援
・ 肝炎医療を受ける機会の確保
・ 肝炎医療に関する情報の収集提供体制の整備 等

肝炎医療の均てん化の促進（第13条〜第17条）

・肝炎患者等を代表する者
・肝炎医療に従事する者
・学識経験のある者

・ 肝炎の予防の推進
・ 肝炎検査の質の向上 等

設置

意⾒

協議

資料提出等、要請

実施に当たり
肝炎患者の
⼈権尊重・
差別解消

に配慮
（第２条第４号）

基本的施策（第11条〜第18条）

⽬ 的（第１条）

予防・早期発⾒の推進
（第11条〜第12条）

平成23年５⽉16⽇策定
平成28年６⽉30⽇改正
令和４年３⽉７⽇改正

肝炎対策基本指針



肝炎対策に係る近年の動き
3

⺟⼦感染防⽌対策事業開始S61(1985).6

肝炎対策に関する有識者会議報告書H13(2001).3 

H18.6 B型肝炎訴訟 最⾼裁判決（研究事業の開始）C型肝炎等緊急総合対策（肝炎ウイルス検査の実施）H14(2002).4

H19.11 C型肝炎訴訟 ⼤阪⾼裁肝疾患診療体制の整備開始H19(2007).4

（和解勧告）肝炎総合対策の開始H20(2008).4
H20.3以降 B型肝炎訴訟インターフェロン治療の医療費助成開始

H20.1 C型肝炎特措法施⾏（議員⽴法）全国10地裁で700名超が国を提訴肝炎研究7カ年戦略H20(2008).6

（フィブリノゲン製剤等による感染者が対象）肝炎対策基本法施⾏H22(2010).1
肝炎医療費助成の拡充H22(2010).4

H23.6 基本合意書締結肝炎対策基本指針策定H23(2011).5
H24.1 B型肝炎特別措置法（閣法）肝炎研究10カ年戦略H23(2011).12

H24.9 改正C型肝炎特別措置法施⾏
（集団予防接種による感染者が対象）「知って、肝炎プロジェクト」を開始し、

肝炎ウイルス検査の普及啓発
H24(2012).4

①給付⾦の請求期限をH30.1まで延⻑初回精密検査及び定期検査費⽤の助成開始H26(2014).4

②追加給付⾦の請求期限の延⻑H27.3 除斥肝がん等の⾦額についてC型肝炎のインターフェロンフリー治療の医療費助成開始H26(2014).9

（給付⾦の⽀給後10年以内→20年以内）和解（基本合意書（その2））（中間⾒直し）定期検査費⽤助成の対象者の拡充H28(2016).4

H28.5 改正B型肝炎特別措置法成⽴肝炎対策基本指針改正H28(2016).6

H29.12 法改正により訴えの提起等の
期限が延⻑（法施⾏後10年→15年に）

給付⾦の請求期限をH34.1まで延⻑等定期検査費⽤の⾃⼰負担額の引き下げ、
職域検査促進事業を開始

H29(2017).4

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業開始H30(2018).12

R3.6 改正B型肝炎特別措置法成⽴肝がん・重度肝硬変治療研究事業の要件を緩和R3(2021).4

給付⾦の請求期限をR9.3まで延⻑等肝炎対策基本指針改正R4(2022).3

R4.12 C型肝炎特別措置法改正
（請求期限をR10.1まで延⻑等）

肝炎研究推進戦略R4(2022).5

肝がん・重度肝硬変治療研究事業の要件を緩和R6(2024).4

政策 研究 B型肝炎特措法 C型肝炎特措法

肝炎総合対策は、B型肝炎及びC型肝炎に係る対策を中⼼に⾏っている

肝炎総合対策の５本柱
① 医療費の助成など肝炎治療促進のための環境整備
② 肝炎ウイルス検査の促進
③ 肝疾患診療体制の整備や医師等に対する研修

相談体制整備などの患者⽀援
④ 国⺠への正しい知識の普及と理解
⑤ 研究の推進



肝疾患診療ネットワーク
4

肝疾患診療連携拠点病院

国⽴国際医療研究センター
肝炎・免疫研究センター
肝炎情報センター

肝疾患専⾨医療機関
（2次医療圏に1カ所以上）

紹介 紹介 紹介

国 ⺠
肝炎ウイルス検査の受検・受診・受療

健診機関 診療所・病院 保健所 その他

連携・⽀援

連携厚⽣労働省

都道府県
連携

連携・⽀援

連携・⽀援

連携・⽀援

約3,700施設（令和６年４⽉時点）

47都道府県・72施設

相互
紹介



肝炎ウイルス検査を受けられる全国の拠点病院、専⾨医療機関、保健所、委託医療機関、
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の指定医療機関等の検索が可能

https://kan-navi.jihs.go.jp/

5

肝炎医療ナビゲーションシステム



肝炎の進⾏と⼀般施策

無症候 慢性肝炎 肝硬変 肝がん
10〜40年

障害認定(肝硬変)／⾃⽴⽀援医療(移植のみ)
障害年⾦（肝硬変）

肝
炎
医
療
費
助
成

核酸アナログ製剤治療 （肝がんについては、慢性肝炎、肝硬変の段階から助成を受けている者）

インターフェロン治療

インターフェロンフリー治療 （⾮代償性肝硬変も含む）

重
症
化
予
防
対
策 定期検査（年2回、所得等に応じ、無料、2000円/回⼜は3000円/回）

Ｂ型 Ｃ型

Ｂ型

Ｃ型

所得に応じ、⾃⼰負担
１万円/⽉⼜は２万円/⽉

経過観察を要する場合

初回精密検査（無料。職域、妊婦健診、⼿術前の肝炎ウイルス検査で陽性の場合も含む）

検査結果が陽性の場合

肝炎ウイルス検査（保健所や委託医療機関で実施。原則無料）

（年収約370万円以下、⾼額療養費2ヶ⽉⽬以降、⾃⼰負担1万円）

無症候性キャリア
600万円（50万円）

慢性肝炎
1,250万円

（300万円/150万円）

肝硬変（軽症）
2,500万円

（600万円/300万円）
肝硬変（重度）・肝がん
3,600万円（900万円）

無症候性キャリア
1200万円

慢性肝炎
2,000万円

肝硬変・肝がん
4,000万円

B型肝炎
特措法

C型肝炎
特措法

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業

肝がんの通院治療⼊院治療

⼀
般
施
策

特
措
法
対
象
者

感染

括弧内の⾦額は、除斥期間を経過した者の場合

6



地⽅⾃治体の肝炎ウイルス検査の陽性率の推移

平成29年度までは、「特定感染症検査等事業、健康増進事業実績報告」（厚⽣労働省 健康局 がん･疾病対策課 肝炎対策推進室調べ）、
平成30年度以降は、健康増進事業については、「地域保健・健康増進事業報告 （健康増進編）」（政府統計）、特定感染症検査等事業については、 「特定感染症
検査等事業実績報告」（厚⽣労働省 健康局 がん･疾病対策課 肝炎対策推進室調べ）による。

0.87%
0.81%

0.77%
0.73% 0.71%

0.66% 0.64%
0.59%

0.54% 0.53% 0.55%
0.51%

0.46%

0.60%

0.52%
0.45%

0.42%
0.37% 0.36%

0.33%
0.28%

0.25% 0.23% 0.21% 0.19% 0.19%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

B型肝炎ウイルス C型肝炎ウイルス

Ｂ型肝炎ウイルス

Ｃ型肝炎ウイルス
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初回精密検査の費⽤助成

都道府県実 施 主 体

以下の要件に該当する者
・ 医療保険各法の規定による被保険者⼜は被扶養者並びに⾼齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
・ 以下のいずれかで陽性と判定された者

① ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業における肝炎ウイルス検査
若しくは健康増進事業の肝炎ウイルス検診

② 職域における肝炎ウイルス検査
③ ⺟⼦保健法に基づき市町村が実施する妊婦健康診査における肝炎ウイルス検査
④ ⼿術前1年以内に⾏われた肝炎ウイルス検査

・ 陽性者のフォローアップに同意した者

対 象 者

初診料（再診料）、ウイルス疾患指導料及び下記の検査に関連する費⽤として都道府県が認めた費⽤

検査項⽬：下記に⽰されている項⽬のみ
a ⾎液形態・機能検査（末梢⾎液⼀般検査、末梢⾎液像）
b 出⾎・凝固検査（プロトロンビン時間、活性化部分トロンボプラスチン時間）
c ⾎液化学検査

（総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋⽩、アルブミン、ALP、ChE、γ-GT、総コレステロール、AST、ALT、LD）
d 腫瘍マーカー（AFP、AFP-L3%、PIVKA-Ⅱ半定量、 PIVKA-Ⅱ定量）
e 肝炎ウイルス関連検査（HBe抗原、HBe抗体、HCV⾎清群別判定等）
f 微⽣物核酸同定・定量検査（HBV核酸定量、HCV核酸定量）
g 超⾳波検査（断層撮影法（胸腹部））

助 成 対 象 費 ⽤

1回助 成 回 数

請求書、医療機関の領収書、診療明細書、肝炎ウイルス検査の結果通知書
（請求者が準備し、都道府県知事に請求）

必 要 書 類
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定期検査の費⽤助成

都道府県実 施 主 体
以下の全ての要件に該当する者
・ 医療保険各法の規定による被保険者⼜は被扶養者並びに⾼齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
・ 肝炎ウイルスの感染を原因とする

慢性肝炎、肝硬変及び肝がん患者（慢性肝炎、肝硬変及び肝がん治療後の経過観察を含む）
※ 無症候性キャリアは対象外

・ 住⺠税⾮課税世帯に属する者⼜は市町村⺠税（所得割）課税年額が235,000円未満の世帯に属する者
・ フォローアップに同意した者
・ 肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付を受けていない者（※重複受給でないこと）

対 象 者

・ 初診料（再診料）、ウイルス疾患指導料及び下記の検査に関連する費⽤として都道府県が認めた費⽤。

検査項⽬：初回精密検査の項⽬と同様
a ⾎液形態・機能検査（末梢⾎液⼀般検査、末梢⾎液像）
b 出⾎・凝固検査（プロトロンビン時間、活性化部分トロンボプラスチン時間）
c ⾎液化学検査

（総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋⽩、アルブミン、ALP、ChE、γ-GT、総コレステロール、AST、ALT、LD）
d 腫瘍マーカー（AFP、AFP-L3%、PIVKA-Ⅱ半定量、 PIVKA-Ⅱ定量）
e 肝炎ウイルス関連検査（HBe抗原、HBe抗体、HCV⾎清群別判定等）
f 微⽣物核酸同定・定量検査（HBV核酸定量、HCV核酸定量）
g 超⾳波検査（断層撮影法（胸腹部））
肝硬変・肝がん（治療後の経過観察を含む）の場合は、
超⾳波検査に代えてCT撮影⼜はMRI撮影を対象とすることができる。造影剤を使⽤した場合の加算等の関連する費⽤も対象。

助 成 対 象 費 ⽤

1年度2回（初回精密検査を含む）助 成 回 数

請求書、医療機関の領収書、診療明細書、世帯全員の住⺠票の写し、世帯全員の住⺠税⾮課税証明書、診断書※
（請求者が準備し、都道府県知事に請求）

※ 平成30年度から医師の診断書に代わる資料により医師の診断書の提出が省略可能（病態進展時を除く）
・ 1年以内に肝炎治療特別推進事業で医師の診断書を提出
・ 医師の診断書以外のもので、都道府県が定める⽅法で病態が確認できる場合

必 要 書 類

⾃⼰負担額
慢性肝炎：2,000円

肝硬変・肝がん：3,000円
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定期検査の必要性

【B型肝炎治療ガイドライン（第4版）⽇本肝臓学会】
・ HBe抗原セロコンバージョンが起こると多くの場合肝炎は鎮静化し、HBV DNA量は2,000 IU/mL以
下の低値となる（⾮活動性キャリア）。
・ 10〜20%の症例では、HBe抗原セロコンバージョン後、HBe抗原陰性の状態でHBVが再増殖し、
肝炎が再燃する（HBe抗原陰性慢性肝炎）。 4〜20%の症例では、HBe抗体消失ならびにHBe
抗原の再出現（リバースセロコンバージョン）を認める。

【C型肝炎治療ガイドライン（第8.3版）⽇本肝臓学会】
・ 抗ウイルス治療によってHCVが排除された後でも、⻑期予後改善のため肝発癌に対するフォローアッ
プを⾏う必要がある。ことに⾼齢かつ線維化が進⾏した⾼発癌リスク群では肝発癌に対する厳重な
注意が必要である。
・ 抗ウイルス療法によりSVRが得られると肝発癌は抑制されるが、SVR後も肝発癌リスクは完全には
消失せず、SVR後の5年・10年の発癌率は、それぞれ2.3〜8.8%、3.1〜11.1%と報告されている。

「定期的な検査」が⼤切である
ことをお知らせください

・ B型肝炎⾮活動性キャリア
・ C型肝炎の治療後（ウイルス排除後）

の患者さまにも

10

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001493035.pdf



肝疾患啓発の推進

https://kanzochan.jp
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肝炎治療特別促進事業
12

肝炎治療特別促進事業（医療費助成）
Ｂ型ウイルス性肝炎に対するインターフェロン治療と核酸アナログ製剤治療、
Ｃ型ウイルス性肝炎の根治を⽬的としたインターフェロン治療とインターフェロンフリー治療への医療費助成を⾏う。

都道府県実施主体

Ｂ型・Ｃ型ウイルス性肝炎患者対象者

Ｂ型慢性活動性肝炎に対するインターフェロン治療
・インターフェロンあるいはペグインターフェロン単剤

Ｂ型慢性肝疾患に対する核酸アナログ製剤治療
Ｃ型慢性肝疾患の根治を⽬的としたインターフェロン治療

・インターフェロンあるいはペグインターフェロン単剤 ・インターフェロンあるいはペグインターフェロン＋リバビリン併⽤

Ｃ型慢性肝疾患の根治を⽬的としたインターフェロンフリー治療

対象医療

原則１万円（ただし、上位所得階層については２万円）⾃⼰負担
限度⽉額

国：１／２
都道府県：１／２財源負担



肝炎治療特別促進事業
13

受給者証交付件数（各年度末）

インターフェロンフリー

インターフェロン（B、C）

核酸アナログ製剤44,731 
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肝炎治療特別促進事業
14

各都道府県衛生主管部（局）御中

厚生労働省健康・生活衛生局
がん・疾病対策課肝炎対策推進室

肝炎治療特別促進事業の対象医療について（再周知）

肝炎対策の推進につきまして、日頃から格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
国内最大級の感染症であるＢ型及びＣ型ウイルス性肝炎の早期治療の促進のため、「感染症対策特別促進事業について」

（平成20年３月31日健発0331001号厚生労働省健康局長通知）の別添５「肝炎治療特別促進事業実施要綱」に基づき、抗ウイ
ルス治療に係る医療費の助成を行っています。
本事業の対象医療は、Ｂ型及びＣ型ウイルス性肝炎に対して行われる抗ウイルス治療で保険適用となっているものですが、

当該治療を行うために必要となる初診料、再診料、検査料、入院料等についても助成の対象とされています。
肝炎患者が適切な肝炎医療を受けられるよう、本内容を御了知の上、貴管内の医療機関宛てに周知していただきますよう

お願いいたします。
なお、対象医療の適否については、抗ウイルス治療を行うために必要と判断される治療や検査等であるかを踏まえ、個別

に判断していただくようお願いします。また、検査（血液検査、画像検査等）については、それが受給者証記載の有効期間
内に実施されたものであって、抗ウイルス治療を行うために必要又は関連のある検査であること、抗ウイルス治療開始前に
行われた検査については、当該検査の実施後に抗ウイルス治療が実施されていることにご留意いただきますようお願いいた
します。

（参考）肝炎治療特別促進事業実施要綱（抄）
３ 対象医療

この事業の対象となる医療は、Ｃ型ウイルス性肝炎の根治を目的として行われるインターフェロン治療及びインターフェロンフリー治療並び
にＢ型ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療で、保険適用となっているものとする。

当該治療を行うために必要となる初診料、再診料、検査料、入院料等については助成の対象とするが、当該治療と無関係な治療は助成の対象
としないものとする。

事 務 連 絡

令和６年12月16日



リバビリン2026問題
15

レベトール供給停⽌に伴い、2026年3⽉以降は
レベトールの使⽤が困難となる。



リバビリン2026問題

C型肝炎治療ガイドラインの改定内容に合わせ、医療費助成の認定基準を改正

16

２．Ｃ型慢性肝疾患
（２）インターフェロンフリー治療について
HCV-RNA陽性のＣ型慢性肝疾患（Ｃ型慢性肝炎若しくは
Child-Pugh分類ＡのＣ型代償性肝硬変⼜はChild-Pugh分類Ｂ
若しくはＣのＣ型⾮代償性肝硬変）で、インターフェロンを含まない
抗ウイルス治療を⾏う予定、⼜は実施中の者のうち、肝がんの合併
のないもの。

※１ 上記については、Ｃ型慢性肝炎⼜はChild-Pugh分類Ａの
Ｃ型代償性肝硬変に対しては原則１回のみの助成とし、Child-
Pugh分類Ｂ⼜はＣのＣ型⾮代償性肝硬変に対しては１回のみの
助成とする。ただし、インターフェロンフリー治療歴のある者については、
肝疾患診療連携拠点病院に常勤する⽇本肝臓学会肝臓専⾨医
によってインターフェロンフリー治療薬を⽤いた再治療を⾏うことが適
切であると判断される場合に限り、改めて助成の対象とすることがで
きる。なお、再治療に前治療と同⼀の治療薬を⽤いる場合は、グレ
カプレビル・ピブレンタスビルの前治療８週、再治療12週とする療法
に限る。

C型肝炎治療ガイドライン（第8.4版）

ただし、インターフェロンフリー治療歴のある者に
ついては、肝疾患診療連携拠点病院に常勤
する⽇本肝臓学会肝臓専⾨医によって他のイ
ンターフェロンフリー治療薬を⽤いた再治療を
⾏うことが適切であると判断される場合に限り、
改めて助成の対象とすることができる。



（旧）



肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業

【助成対象】
 B型・C型肝炎ウイルス起因の肝がん・重度肝硬変患者
 年収 約370万円以下

 ⾼額療養費の限度額を超えた⽉が、過去 24ヶ⽉で２⽉⽬から⾃⼰負担１万円

B型・Ｃ型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変患者の特徴を踏まえ、
・患者の医療費の負担軽減を図る
・患者からの臨床データを収集
・予後の改善や⽣活の質の向上、肝がんの再発抑制などを⽬指した診療ガイドラインの作成
・肝がん・重度肝硬変の治療研究を促進するための⽀援

を実施する。

過去24カ⽉以内

1⽉⽬ ２⽉⽬
1回⽬のカウント 1回⽬のカウント

2回⽬のカウント

⼊院医療
外来医療（分⼦標的薬・免疫チェックポイント阻害薬を⽤いた化学療法、肝動注化学療法、粒⼦線治療など）

17



肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kanen/kangan/index.html

（表） （裏）

リーフレット 動画（厚労省YouTube）

https://www.youtube.com/watch?v=M
tpruNmByP8
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肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の認定・助成実績
19

※認定件数︓本事業の認定患者数。認定期間は原則１年で更新可能。
※助成件数︓各⽉毎に本事業の助成が⾏われた延べ件数。
※Ｈ30年度は、H30年12⽉（事業開始）からH31年３⽉までの実績。
※実績値は変動する可能性がある。
・⼊院の助成実績については、⽀払機関から都道府県に報告される実績をもとにしており、⽀払機関での医療費の審査状況により追加報告が⽣じる。
・外来の助成実績については、患者から都道府県への償還請求の時期や都道府県での⽀払審査の状況により追加報告が⽣じる。

○ 令和６年度の新規認定件数は、令和５年度の２倍となっている。
○ 令和６年度の助成件数（暫定値）は、令和５年度から２割強増加している。

（件）

Ｒ6年度（暫定値）Ｒ5Ｒ４Ｒ３Ｒ２Ｒ元H30

３⽉２⽉１⽉12⽉11⽉10⽉９⽉８⽉7⽉６⽉５⽉４⽉Ｒ６計年度年度年度年度年度年度

178164176161143182143157185151125581,8231,0901,06999333942688認定件数

95
(47)

87
(39)

104
(59)

109
（38)

87
(52)

116
(42)

87
(47)

87
(48)

114
(42)

100
(48)

75
(40)

37
(51)1,098553 566848 23237888うち新規

(前年同⽉)

837772525666567071515021725537 503 145 107480うち更新

434
(378)

422
(365)

466
(364)

478
(372)

478
(368)

532
(404)

498
(400)

473
(415)

486
(413)

468
(390)

454
(364)

468
(356)5,6574,589 4,321 3,366 971859170助成件数

(前年同⽉)

229
(230)

217
(217)

237
(226)

265
(233)

266
(222)

267
(241)

262
(232)

267
(235)

279
(239)

262
(221)

264
(215)

276
(195)3,0912,706 2,580 1,778 うち外来

(前年同⽉)



肝炎医療コーディネーター

「肝炎医療コーディネーターの養成及び活⽤について」 健発0425第4号 平成29年4⽉25⽇厚⽣労働省健康局⻑通知（令和5年2⽉3⽇⼀部改正）

20

肝炎医療コーディネーター
1⼈で全ての役割を担うのではなく、様々な領域のコーディネーターがそれぞれの強みを活かして患者をみんなでサポートし、

肝炎医療が適切に促進されるように調整（コーディネート）する

国
⺠

肝
硬
変
・
肝
が
ん
へ

の
移
⾏
者
を
減
ら
す

肝炎対策基本指針
の⽬標

肝炎対策のステップ

・ 肝炎に関する基本的
な知識の普及・啓発

・ Ｂ型肝炎ワクチンの
定期接種

・ 相談窓⼝の案内

ステップ０
「予防」

ステップ１
「受検」

ステップ２
「受診」

ステップ３
「受療」

・ 肝炎ウイルス検査
の受検勧奨

・ 検査が受けられる
医療機関、検診
機関の紹介

・ 肝炎検査陽性者
への受診勧奨

・ 専⾨医療機関や拠点
病院、肝疾患相談の
紹介

・ 初回精密検査や定期
検査費⽤助成の案内

・ 医療費助成や障害者
⼿帳等の制度の案内

・ 服薬指導
・ 仕事と治療の両⽴⽀援
・ 抗ウイルス治療後の

定期受診の勧奨

保健師 ⾃治体職員 職場関係者 看護師 医師 薬剤師患者会
⾃治会等

⻭科医師 臨床検査技師



肝炎医療コーディネーターの活動・養成に関する⽀援資材

https://kan-co.net/

（江⼝有⼀郎先⽣）
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